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電子申請書作成システムの使用条件と動作環境について 

 

 

 

□ 使用条件（抜粋） 

① 道路情報便覧データ等を 1 台のコンピュータに複製（インストール）して使用すること

ができます。 

② 本製品をご利用頂く場合は、Windows 中のシステムファイルの一部を書き換えます。つ

きましては、インストールを行う前にお客様側の責任であらかじめバックアップ等の作業

を行ってください。 

③ 本製品以外のソフトをインストールした場合の動作環境の変化による不具合について

保証・責任は負いません。 

④ その他は「電子申請書作成システム」の使用許諾に準ずるものとする。 

 

□ 動作環境 

「電子申請書作成システム」に収録されている３つのシステムは以下の環境で動作します。 

（ハードウエア）□日本語 Windows2000,WindowsXp,WindowsVista が稼動する機種 

□メモリ容量 ６４ＭＢ以上を推奨 

□ディスク空き容量 １５０ＭＢ以上 

□画面解像度１０２４×７６８ピクセル 

□ＣＤ－ＲＯＭドライブ 

□ＦＤドライブ 

□日本語 Windows2000,WindowsXp,WindowsVista に対応したＡ４サイズページプ

リンタ 

（ソフトウエア）□ＯＳ日本語 Windows2000,WindowsXp,WindowsVista が組み込まれていること 

※Windows2000、WindowsXp,WindowsVista は、米国 Microsoft Corp の商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 
お読み下さい 
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以降、本操作説明書で記載している図例は、WindowsXP、“ＦＤドライブ：Ａ”、“ハ

ードディスク：Ｃ”、“ＣＤ－ＲＯＭドライブ：Ｄ”のパソコン環境で作成していま

す。お使いのパソコン環境が本説明書の環境と異なる場合は、お使いのパソコン環

境に合うように適宜設定値を変更して下さい。 
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 電子申請書作成システムの起動と終了 

 

１．１ 電子申請書作成システムの起動 

電子申請システムの起動は、以下の手順にて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 

①「スタート」をクリ

ックします 

②ポインタを「プログ

ラム」に合わせる 

③「電子申請書作成

システム（Ver5.2）」

をクリックします 
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１．２ 電子申請書作成システムの終了 

電子申請システムを終了するときは、メイン画面に戻り「終了」メニューを選択（クリ

ック）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請書作成システムが終了します 

 

「終了」をクリックします 
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 申請データ作成 

 

申請データを作成するときにはメイン画面にて、新規作成ボタンをクリックします。 

 
２．１ 申請者・車両諸元入力 

申請者および申請区分に関する情報（様式０１、０２）、車両諸元に関する情報（様

式０２（一部）～０６）は、以下の画面にて入力します。 

 
2.2.1 申請者・申請区分の入力方法（様式０１、０２） 

申請者に関する情報および申請区分・分類に関する情報は、「申請書類に関する内

容」画面等にて入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【申請書類に関する内容画面】 
 

 

②申請者情報を入

力します 

①道路管理者をプル

ダウンメニューより

選択します 

③通行開始日、通行終了日

を入力します 

④最小回転半径

を入力します ⑥様式０１画面を呼び出し（クリ

ック）、申請書類、車両諸元に関

する情報を入力します 

申請データを印刷

します 

申請データを

保存します 

第２章 

⑤代理人情報を

入力します 
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①道路管理者 

プルダウンメニューより申請先道路管理者を選択します。 

設定されていない道路管理者がある場合は、メイン 画面の環境設定「申請先管理者」

（第４章参照）で追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②申請者に関する情報 

会社名、代表者名等を入力します。 

入力禁止文字については、付録をご参照ください。 

 

【申請者に関する情報の最大入力文字数】 

項  目 入力文字数 文字形式 入力禁止文字 

会社名（カタカナ） ２４文字 全角カタカナ 有 

会社名（漢字） ２０文字 全角文字 有 

代表者名（カタカナ） １０文字 全角カタカナ 有 

代表者名（漢字） ２０文字 全角文字 有 

担当者名 ２０文字 全角文字 有 

住所 ４０文字 全角文字 有 

郵便番号  ７文字 半角数字  

ＴＥＬ（代表者） １２文字 半角数字  

ＴＥＬ（担当者） １２文字 半角数字  

 

③通行開始日および通行終了日 

申請車両が通行を開始する日および終了する日を入力します。 

 

④最小回転半径 

申請車両の最小回転半径を入力します。入力可能な文字は半角数字５桁です。 
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⑤代理人情報入力 

 代理人に関する情報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代理人に関する情報の最大入力文字数】 

項  目 入力文字数 文字形式 必須項目 

続柄  ８文字 全角文字  

行政書士登録番号  ８文字 半角数字 ○ 

郵便番号  ７文字 半角数字 ○ 

住所 ４０文字 全角文字 ○ 

代理人名（カタカナ） １０文字 全角文字 ○ 

代理人名（漢字）  ８文字 全角文字 ○ 

ＴＥＬ １２文字 半角数字 ○ 

ＦＡＸ １２文字 半角数字  

メールアドレス ４０文字 半角英数字  

 

 

行政区分はプルダウンメ

ニューより選択します。 

②代理人情報を入

力します 

申請者情報入力画

面に戻ります 

代理人情報を消去

します 
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⑥様式０１（申請書類および車両諸元に関する説明） 
申請の区分・分類および車種区分等を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

車種区分の軸種を選択すると、右図のような確認画面（各車

種・軸種のモデル図）が表示されます。確認画面を終了するとき

は、ＯＫボタンをクリックします。 

 
【事業区分】は「特殊車両通行許可申請書類作成要領」Ｐ８を参照し

てください。 
【車種区分】は「特殊車両通行許可申請書類作成要領」Ｐ１８を参照

してください。 
【積載貨物】は「特殊車両通行許可申請書類作成要領」Ｐ２５を参照

してください。 
 
 ※注意事項※ 
  通行区分および総経路数は、別途作成する通行経路データ内容により、登録時に自動更新されま

す。 
 

⑦基本通行条件 
車種区分で設定した値によっては、入力が不要となります（当該欄にカーソルが移動でき

なくなります）。 

普通/包括・申請区分・通行区分・事業区分はプル

ダウンメニューより選択します。 

経路数入力は半角数字２桁以内で入力します。 

プルダウンメニュー

より選択します 

⑧様式０２（車両諸元に関

する説明書）画面を呼び出

します 

前頁へ戻ります 申請データを保

存します 

申請データを印

刷します 

⑦プルダウンメニュ

ーより選択します 

車名、車両番号等

を入力します 

積載貨物の寸法

を入力します 

車名一覧が表示されます。 

陸運支局名一覧が表示されます。 

プルダウンメニュー

より選択します 
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⑧様式０２（車両諸元に関する説明） 
申請車両の重量、寸法等を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前画面の車種区分で選択された車両の種類が表示され、入力

必須項目が入力可能になります。車種区分選択を間違った場

合は前画面に戻って、選択をやり直します。データはすべて

キー入力で行ないます（小数点も入力します） 

乗員の人数を

入力します 

⑧データ入力終了後、入力チェックボタンをクリックしま

す。入力データを基に最大軸重等が計算され、次のような計

算結果画面が表示されます。計算結果を確認後、ＯＫボタン

をクリックします。 

ＯＫボタンを

クリックする

と計算結果が

表示されます 
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⑨エラー画面表示と確認方法（入力に誤りがある場合） 
入力チェック時、入力した車両諸元データ等にエラーがあると、次のような画面が表示

されます。エラー箇所を確認するには次の２つの方法があります。 
・画 面 に 出 力 し て 確 認            
・プリンタに出力して確認 

 
 
 
 

   
 
 
             次頁のプリンタ出力内容を参照下さい 
［画面に出力されたエラー内容例］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

どちらか選択します 

拡大または縮小ボ

タンでプレビュー

画面の大きさが変

更されます。 

前頁または次頁ボタンをクリックします 
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［プリンタに出力されたエラー内容例］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

2.1.2 申請者・諸元データの登録 
作成した申請データをハードディスクに保存します。「様式０２（車両諸元に関する説

明）」画面等で閉じるボタンをクリックし、次の画面を呼び出します。なお、通行経路を

作成していない状態や、入力文字にエラーがある場合は、次頁のエラー画面が表示されま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイル名称を入力します。 
『* . ? ¥』はファイル名称に設定できません。 

保存先のフォルダ名を入力

し、クリックするとフォルダが

作成されます。 
保存先のフォルダ選択します。 

ドライブ名をプルダウンから選択します 

通行経路作成画面へ

次頁へ 
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    なお、エラーがない場合は、次のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 
一度登録したデータを修正する場合は、メイン画面の「申請

ＦＤ読込み」（３．１（Ｐ．２７））を選択します。 

読込みデータ登録画面へ 

エラー一覧画面へ 

前頁から 
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2.1.3 車両番号・車両諸元の複数入力 
包括申請データを作成するときは、次の手順にて車両番号や車両諸元を複数入力します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

はじめに車両番号等を入力します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
※ 車両番号の入力台数に制限はありません（但しディスク空き容量に依存します） 

車種区分で包括申請を選択します。他の

入力は普通申請と同様に行います 

車名、型式、車

両番号等の入力

するときクリッ

クします 
・ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ内

訳入力画面へ 

ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ 

ﾄ ﾚ - ﾗ 

 

・ﾄﾚｰﾗ内訳入力

画面へ 

様式０３～０６

を呼び出し（クリ

ック）、車両諸元

に関する情報を

入力します 

前画面に戻ります 

次の型式 
型式データを

追加します 

型式削除 
型式データを

削除します 

車両番号複写 
指定（クリック）した車両番号を複写します 
（類似した車両番号が連続するときに使用

します。複数回可能です） 

車両番号削除 
指 定 （ ク リ ッ

ク）した車両番

号を削除します 

次の車両番号 
型式が同一で異

なる車両番号を

入力します 

車名一覧が表示されます。 
陸運支局名一覧が表示されます。 
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様式０３～０６の入力              次に各車両の諸元を入力します 

様式０３（ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ）入力画面           様式０３（ﾄﾚｰﾗ）入力画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式０４（ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ）入力画面           様式０４（ﾄﾚｰﾗ）入力画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式０５・０６（ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ）入力画面        様式０５・０６（ﾄﾚｰﾗ）入力画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※この他のデータ入力は普通申請と同じ要領で行います 
 
 
 
 

データ入力終

了後、 
入力チェック 
ボタンをクリ

ックします 

データ登録 
Ｐ１２参照 

エラー修正 
Ｐ１０参照 

ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀまたはﾄﾚｰﾗ 
ボタンクリック 

次頁ボタンをクリック 

ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀまたはﾄﾚｰﾗ 
ボタンクリック 

次頁ボタンをクリック 

ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀまたはﾄﾚｰﾗ 
ボタンクリック 



16 

2.1.4 複数軸種の入力 
包括申請で、異なる軸種車両の申請書は次の手順にて入力します。軸種数だけ、以下の

手順を繰り返します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①入力チェック

後、複数軸種をク

リックします。 

②はいをクリック

します。 

③様式０１画面か

ら入力します。 
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2.1.5 変更・更新内容の入力 

申請区分にて変更または更新を選択すると、次の画面が表示されます。申請の内容に沿

って、前回の許可番号、許可年月日等を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①変更事由 
次のプルダウンメニューより選択します。 

 
車 両 交 換        

車 両 台 数 減        

申 請 者 変 更        

通行経路変更        

そ の 他        

な し        

 
 

前年までに作成したデータを変換してデ

ィスクに保存した場合は、この項目にデー

タが表示されます 

「その他」の変更事由を選択した

場合は、詳細をワープロ入力します 

①変更事由は、プルダウンメニ

ューから選択します 
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2.1.6 ５軸以上の単車または７軸以上の連結車の入力 
車種区分の軸種欄に登録されていない軸種（総軸数が７軸を超えるような多軸種等）は

次の手順にて入力します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【トリプル軸】とは、３ｍ以内に３つの車軸が集中して隣接している場合をいう。 
【最大軸重のみ入力】は「2.1.7 最大軸重等の直接入力」Ｐ２０を参照してください。 

 
様式０３入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②軸数をプルダウンメ

ニューより選択します 

③次頁ボタンを

クリックします 

①軸種をプルダウンメニュ

ーより、“他の軸種”を選択

します。 

④様式０３画面から入力

します。 
※連結車の場合、連結し

た状態の緒元を入力しま

す 
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様式０４（Ｌ１～Ｌ１０）入力画面        様式０４（Ｌ１１～Ｌ１５）入力画面 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式０５・０６（Ａ軸～Ｆ軸）入力画面      様式０５・０６（Ｇ軸～Ｌ軸）入力画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 選択した軸数により、入力する項目は変更します 
軸数 軸間距離 軸重 

５軸 Ｌ１～Ｌ６ Ａ軸～Ｅ軸 

６軸 Ｌ１～Ｌ７ Ａ軸～Ｆ軸 

７軸 Ｌ１～Ｌ８ Ａ軸～Ｇ軸 

１３軸 Ｌ１～Ｌ１５ Ａ軸～Ｍ軸 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

データ入力終

了後、 
入力チェック 
ボタンをクリ

ックします 

データ登録 
Ｐ１２参照 

エラー修正 
Ｐ１０参照 

L1～L10 または L11～L15 

ボタンクリック 

次頁ボタンをクリック 

A 軸～F 軸または G 軸～L軸 

ボタンクリック 
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2.1.7 最大軸重等の直接入力 
車種区分の軸種欄に登録されていない軸種（総軸数が７軸を超えるような多軸種等）で、

申請に必要な項目のみを入力する場合は、次の手順にて入力します。 

なお、最大軸重のみの入力で作成した場合、特殊車両オンライン申請用のデータとして

は使用できません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       【確認メッセージの表示】 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①軸数欄で“最大軸

重のみ入力”を選択

します 

②次頁ボタンを

クリックします 
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表示された諸元を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※この他のデータ入力は普通申請と同じ要領で行います 
※保存ボタンをクリックした時点では、データはＦＤに登録されていません 

この後、Ｐ．１２の手順に沿って、ＦＤに登録します 

③自重、寸法等

の表示されてい

る諸元を全て入

力します。 

④保存ボタンを

クリックします 
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２．２ 申請経路作成方法 
申請経路に関する情報（様式０７）は、申請者・車両諸元情報入力後、以下の画面にて

入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    通行経路を作成または修正した場合は、必ず通行経路チェックをしてください。 
    道路情報は毎年更新されているため、昨年度ＯＫだったからといって、今年度もＯＫと

は限りませんので、ご注意ください。 
 
 
 

目的地と出発地の住所を入力します。出

発地または目的地ボタンをクリックす

ると市町村等の一覧表が表示されます 

閉じる 
申請経路デ

ータを登録

します 

通行経路ﾁｪｯｸ 
経路の連続性チェック

をします 

交差点番号を入力します 

交差点削除 
選択（クリック）

した交差点を削除

します 

交差点追加 
選択（クリック）

した箇所に空白を

追加します 

通行経路削除 
表示している経

路を削除します 

通行経路追加 
経路を次に追

加します 
表示している経路番

号／全経路数 

前の経路／次の経路

へ移動します 

印刷 
申請経路デ

ータを印刷

します 

前の行･頁／次の行･頁

へ移動します 
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通行経路チェックの結果 
【エラー無し】 

入力した交差点を接続する路線情報が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  通行経路の作成が終了し、データを保存する場合は、閉じるボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

港湾道路、林道、私道等道路法が適

用されない路線部について、路線名

称に『道路法適用外道路』と表示さ

れる（水色表示） 

③ファイル名称を入力します。 
『* . ? ¥』はファイル名称に設定できません。 

保存先のフォルダ名を入力

し、クリックするとフォルダが

作成されます。 

②保存先のフォルダ選択します。 

①ドライブ名をプルダウンから選択します 

④登録をクリックします。 
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【エラー有り】 
チェック結果の出力先指定画面が表示されるので、出力先を指定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

画面出力ボタンをクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面またはプリンタを

選択し、エラー内容を

確認します 

道路情報便覧の路線情報と一致しない

箇所は『不連続』と表示（赤色表示） 
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 ●不連続箇所の修正方法 
    不連続箇所については、道路情報便覧付図表示システム等を確認し、交差点番号の追加・

削除を行い、道路情報便覧と一致するように通行経路を修正してください。 
 

［交差点削除を行なう場合］ 
 

 
 
 
 
 
 

［交差点追加を行なう場合］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  エラーを修正し、通行経路の作成が終了したら、データを保存する場合は、閉じるボタンを

クリックしてください。（Ｐ２３参照） 
  

削除する交差点にカーソルを移動し、

交差点削除ボタンをクリックします 

交差点を追加する箇所にカーソルを

移動し、交差点追加ボタンクリック

します（空白が挿入されます）。複数

の交差点を追加したいときは、この

操作を繰り返します 
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 ●未収録区間の入力方法 
   【出発地から先頭特車交差点までの路線】 

出発地と先頭の交差点番号までの間に、道路情報便覧付図の交差点番号で指定できない

区間の道路がある場合、路線名称および交差点名称を入力します。 
   ※注意事項※ 

先頭特車交差点番号の次の交差点番号に未収録交差点番号『９９９９９９』を入力する

ことはできません。『９９９９９９』で指定したい区間は、【出発地から先頭特車交差

点までの路線】の中で入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出発地から先頭特車交差点までの路線をク

リックします。 

①路線名称等を入力します。 

②登録をクリックします。 

入力内容すべてを消去します 

入力した内容が表示されます。 
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   【最終特車交差点から目的地までの路線】 
最終の特車交差点番号と目的地までの間に、道路情報便覧付図の交差点番号で指定でき

ない区間の道路がある場合、路線名称および交差点名称を入力します。 
    ※注意事項※ 

最終特車交差点番号の１つ前の交差点番号に未収録交差点番号『９９９９９９』を入

力することはできません。『９９９９９９』で指定したい区間は、【最終特車交差点

から目的地までの路線】の中で入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終特車交差点から目的地までの路線をク

リックします。 

①路線名称等を入力します。 

②登録をクリックします。 

入力内容すべてを消去します 

入力した内容が表示されます。 
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   【通行経路途中の未収録区間の入力】 
 ①道路情報便覧付図に線形が記載されているが、道路情報便覧に路線名称が整備されて

いない区間の場合の入力方法です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②道路情報便覧付図に線形の記載もなく、道路情報便覧に路線名称も整備されていない

区間の場合の入力方法です。 
  ※交差点番号に未収録交差点番号『９９９９９９』を入力している場合です。 

 
 

 
 
 
 
 
 

未をクリックします。 

①路線名称等を入力します。 

②登録をクリックします。 

入力した内容が表示されます。 

未をクリックします。 
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      ※注意事項※ 
路線名称は必ず２つ以上入力してください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①路線名称等を入力します。 

②登録をクリックします。 

入力した内容が表示されます。 

入力内容すべてを消去します 
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電子申請書作成システム（Ver4.x）で作成した申請データをご使用する方へ 

  電子申請書作成システム（Ver4.x）と未収録路線区間の入力方法が異なっております。その

ため、電子申請書作成システム（Ver4.x）で作成した申請データを当システム（Ver5.0）で読

み込んだ場合、次のように処理されるのでご注意ください。 
  なお、最終特車交差点から目的地までの路線についても同様です。 
 
  電子申請書作成システム（Ver4.x）の入力画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
  電子申請書作成システム（Ver5.0）の入力画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先頭特車交差点番号に未収録交差

点番号『９９９９９９』で入力 

出発地から先頭特車交差点番号ま

での路線画面に移動 
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 ●通行経路毎の通行区分の設定 
  通行経路毎に片道・往復の通行区分を設定することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①通行区分確認をクリックします。 

通行経路ごとに片道・往復

のどちらかを選択します 

②通行経路ごとの通行区分

を確認し、片道・往復のど

ちらかを選択します。 

③戻るをクリックします 

全ての経路の通行区分を往復にします 

全ての経路の通行区分を片道にします 
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 ●通行経路数の数え方の注意 
様式０１（申請書類および車両諸元に関する説明）画面で入力した経路数と、通行経路

作成画面で作成した経路数が異なる場合、下記の確認画面が表示されます。 
 

片道申請の場合 通行経路作成画面で作成した経路数 
往復申請の場合 通行経路作成画面で作成した経路数の２倍 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   通行経路作成画面では、最大５０経路までの入力となります。 
   オンライン申請支援システムで作成した５０経路以上のデータについては、５０経

路までの読み込みとなります 
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２．３ 道路情報便覧付図表示システム関連機能 
 

2.3.1 道路情報便覧付図表示システムデータの読込 

道路情報便覧付図表示システムで作成した申請経路に関する情報は、通行経路作成画面

に読み込むことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通行経路読込み 
道路情報便覧付図表示システムで作成

した申請経路の選択画面を表示します 

①読み込む申請経

路データが存在す

るドライブを選択

します 

②読み込む申請経路

データのファイル名

をクリックします 

③確認後、読込み

ボタンをクリッ

クします 
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2.3.2 道路情報便覧付図表示システムデータの出力 

電子申請書作成システムで作成した申請経路に関する情報を、道路情報便覧表示システ

ムで表示できるファイル形式（dfz 形式）に出力することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通行経路保存 
入力した申請経路を道路情報便覧付図表

示システムに表示できるファイル形式に

出力します 

④保存場所等を確認

後、ファイル出力ボタ

ンをクリックします 

④ファイル名称を入力します。 
『* . ? ¥』はファイル名称に設定できません。 

③保存先のフォルダ名を入力

し、クリックするとフォルダが

作成されます。 

①保存するドライブ名をプ

ルダウンから選択します 

②保存先のフォルダ選択

します。 
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 申請書類関係 
 

３．１ 申請ＦＤ読込み 
申請ＦＤに保存した申請データの読込みと修正は、以下の手順にて行います。修正した

い申請データの登録されたＦＤをＦＤドライブにセットし、メイン画面の「申請ＦＤ読込

み」をクリックします。 
※注意事項※ 
交差点番号６桁で作成したデータを読み込むと、交差点番号は空白で表示されます。 

 
（１）申請データの指定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（２）申請データの修正と登録 
【普通申請または包括申請】 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①申請データ

を読込むドラ

イブを選択し

ます 

②修正する申請デ

ータのファイル名

をクリックします 

③確認後、読込み

ボタンをクリッ

クします 

修正箇所を含

む画面を呼び

出し、データを

修正します 

修正後、いずれか

の画面で閉じる 
ボタンをクリッ

クします 

第３章 
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読込みデータ登録の画面へ 
 

通行経路の修正画

面が表示されます 

修正箇所を含む経路

画面を呼び出し、修

正します 

修正データをＦＤ

に登録します 

読込みデータ登録

画面を閉じ、前画面

に戻ります 

修正後、閉じる 
ボタンをクリッ

クします 
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【包括申請（複数軸種）】 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 以降のデータ登録・変更（通行経路データを含む）については、【普通申請または包括

申請】と同様です。 

①修正する申請データ

をクリックします 

②表示ボタンを

クリックします 

通行経路を修正すると

き、通行経路ボタンを

クリックします 

他の申請データを追加

するとき、新規作成ボ

タンをクリックします 

修正データをＦＤ

に登録します 

申請書内容等を確認する

ときにクリックします 

修正箇所を含む画

面を呼び出し、デ

ータを修正します 

修正後、いずれかの画

面で閉じる  ボタンを

クリックします 



38 

３．２ 申請書印刷 
道路管理者に提出する申請書等を印刷は、以下の手順にて行います。印刷する申請デー

タの登録された申請ＦＤをＦＤドライブにセットし、メイン画面の「申請書の印刷」をク

リックします。 
 

（１）印刷申請データの指定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）申請データの印刷 
【普通申請または包括申請（代理人情報なし）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印刷する申請書

類 を チ ェ ッ ク

し  、印刷部

数 を 入 力 し ま

す。なお、チェ

ックされていな

い申請書類は印

刷されません 

①申請データ

を読込むドラ

イブを選択し

ます 

②印刷する申請デ

ータのファイル名

をクリックします 

③確認後、読込み

ボタンをクリッ

クします 

印刷する諸元デ

ータを確認後、

実行ボタンを

クリックします
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プレビュー画面表示 
(注)複数帳票を画面表示する場合、すべての帳票が一括して処理さ

れるため、最後に処理した帳票が一番手前に表示されます。他の申

請書類を表示するには、閉じるボタンにて不要な申請書類の表示画

面を閉じます 
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【普通申請または包括申請（代理人情報あり）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委任状の印刷を選択できます

“住所あり”を選択した場

合、代理人情報画面で入力し

た情報が表示されます 
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【包括申請(複数軸種)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、印刷またはプレビューの対象となっている申請書類が様式０１、様式０３～

０６、ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ内訳書、ﾄﾚｰﾗ内訳書のときは、次の画面が表示されるので出力する

軸種を選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印刷する軸種

を指定します 

印刷する諸元データを

確認後、開始ボタンを

クリックします 

印刷する申請書

類 を チ ェ ッ ク

し  、印刷部

数 を 入 力 し ま

す。なお、チェ

ックされていな

い申請書類は印

刷されません 
印刷する諸元デ

ータを確認後、

実行ボタンを

クリックします
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【普通申請または包括申請(その他軸種)】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他軸種の印刷を選択できます

様式０２の帳票で、入力した

型式数分表示されます 
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 環境設定 
 

４．１ 申請先管理者 
申請先管理者の追加および削除を行うには、メイン画面の「申請先管理者」をクリッ

クします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
４．２ 車名 

車名一覧の追加および削除を行うには、メイン画面の「車名の」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※既登録車名を変更するには、変更後の車名を新規に登録後、変更前の車名を削除します。 

 

第４章 

管理者名を追加する

には、追加する管理

者名をキー入力後、

登録ボタンをクリ

ックします 

管理者名を削除する

には、削除する管理者

名を選択（クリック）

後、削除ボタンをクリ

ックします 

車名を追加するには、追

加する車名をキー入力

後、登録ボタンをクリッ

クします 

車名を削除するには、削

除する車名を選択（クリ

ック）後、削除ボタンを

クリックします 


